
− 62 − − 63 −

精神障害者の治療中断予防のための医療機関・地域の連携推進 

～安定した地域生活移行のために地域で考える仕組みづくり～ 
北多摩北部保健医療圏 多摩小平保健所 

実 施 年 度 開始 平成 22 年度   終了 平成 22 年度 

背 景 

 精神保健福祉活動において、治療中断予防は最も重要な課題である。当保健所で

は、平成 20～21 年度にかけて、治療中断予防のためにクリニカルパスを活用した

連携推進を目指し、取組を行った。その結果、治療中断予防のためには、「パスよ

りもまずお互いに顔をあわせ声をかけあう」「お互いの役割を知り同じ思いで連携

する」ことが重要であると明らかになった。そこで、医療機関と地域の連携の推進

を図るために、医療機関を含む地域関係者と顔を合わせて意見交換を実施したうえ

で、連携事例集を作成する本事業が企画された。 

目 標 
１ 連携事例集「困ったときの連携ノート」を活用した連携の推進 

治療中断を予防するために、連携のポイントを整理した上記を作成する。 

２ 上記ノートの作成過程を通じて管内の病院と地域との連携の推進を図る。 

事 業 内 容 

１ 「地域連携」意見交換会の開催・アンケート調査の実施 

  当事者団体・家族会・医療機関・関係機関などからなる各市の「精神保健福祉

関係者会議」を廻り、地域連携の現状、連携事例集の内容について意見交換を行

った。また参加者にアンケート調査・結果報告を行い、当事者・家族の現状、各

関係機関の連携状況、地域連携の課題について情報を共有した。 

２ 管内精神科病院訪問 

  管内精神科１０病院を訪問し、看護管理者の聞き取り調査を行った。地域との

連携状況や病院内の看護体制を確認し、下記研修会の内容について意見交換する

とともに、病院職員の参加を呼びかけた。 

３ 関係者向け研修会「精神科病院と地域の連携」の開催 

  医療機関を含む地域関係者を対象とした研修会を開催し、講演会と事例検討グ

ループワークを実施した。現在の精神保健福祉の課題と連携のあり方についての

理解を深め、参加者の地域連携に対する認識の向上を図った。 

４ 連携事例集「困ったときの連携ノート」の作成 

  上記取組を通じて内容の検討を行い、医療機関を含む地域関係者が地域連携に

取り組む際に活用できる連携事例集「困ったときの連携ノート」を平成２３年３

月に刊行した。 

評 価 

本事業の過程そのものが、医療機関と地域のネットワーク作りに繋がっており、

「顔の見える関係作り」ができたことは今回の取組の大きな成果と考える。 

意見交換会は、地域関係者全体で顔をあわせて連携の重要性を再認識する機会と

なった。「精神保健福祉関係者会議」の活動が活発化した市もあり、連携推進に貢

献できたと考える。またアンケート調査により、各関係機関の役割・具体的な連携

技術・地域連携の課題を共有することで、相互理解を深めることができた。 

管内精神科病院訪問と研修会では、意見交換会では出会えない病院看護職と連携

について情報交換することができた。看護管理者からは、地域連携のためには病棟

看護師の意識改革が必要という意見も聞かれ、研修に参加した病棟看護職からも外

に出て地域連携について学びたいというニーズが明らかになった。 

連携事例集については、医療機関を含む地域関係機関全体の意見を盛り込むこと

ができたが、地域でどのように普及・発展させていくかは次の課題である。そのた

め今後は、「精神保健福祉関係者会議」での連携事例集の普及・連携事例集を活用

した事例検討会、病院看護職に特化した研修会などの実施を検討しており、治療中

断予防のための医療機関と地域の連携をさらに推進していく予定である。 

問い合わせ先 

多摩小平保健所 保健対策課 地域保健係 

電    話  ０４２－４５０－３１１１ 

ファクシミリ  ０４２－４５０－３２６１ 

E-mail     S0200169＠section.metro.tokyo.jp 
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困ったときの連携ノート

保健所内ＰＴ：保健師事例の集約・編集

研修会

「精神科病院と地域の連携」

平成22年7月14日

講師：萱間真美教授
（聖路加看護大学）

内容：講義、グループワーク
対象：精神科病院職員

訪問看護ステーション
地域保健福祉関係者

精神科病院訪問

平成22年５月

対象：精神科病院看護管理者
（管内全１０病院）

内容：地域連携・病院状況の
聞き取り、研修会内容
の意見交換・参加依頼

各市での意見交換会

アンケート調査

平成22年５月～7月(前期)
１０月～１１月(後期)

対象：精神保健福祉関係者会
議参加者（管内全５市）

内容：地域連携の現状、下記
アンケート調査結果など
についての意見交換
連携事例集の内容検討

平成22年５月～７月

対象：上記意見交換会参加者
内容：地域生活の現状について

（当事者・家族会向け）
地域連携の現状について

（関係機関向け）

事 業 イ メ ー ジ事 業 イ メ ー ジ

目標：連携事例集を作成し、作成過程を通じて
病院と地域との連携推進を図る

地域全体での「顔の見える関係作り」
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2 精神科病院訪問 
 管内にある精神科病院全１０病院を訪問した。その際、看護管理者に聞き取り調査を行い、病院 

の現状・地域との連携状況・看護体制などについて把握した。また下記研修会の内容について、意 

見交換を行い、病院職員の積極的な参加を呼びかけた。主な意見は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 
 

３ 研修会の実施 

【実施日】平成２２年７月１４日 

【テーマ】精神科病院と地域の連携について 

【講 師】聖路加看護大学 精神看護学教授 萱間真美 氏 

地域保健福祉関係者 ２３名  合計 63 名 

【内 容】①講演 精神障がい者への訪問ケア～現在の制度と将来への構想～ 

      ②事例検討グループワーク「医療機関と地域の連携について」  

 【成 果】・普段外に出ない病院看護師と地域関係者が顔を合わせ、連携について意見交換する良い

機会となった。 

・病棟看護師の地域連携について学びたいというニーズが明らかになった。 

 

４ 連携事例集「困ったときの連携ノート」の作成 
【目的】 

 医療機関を含む地域関係者が精神障害者の支援に困り、連携に取り組む際に具体的に連携がイメ

ージできるような、連携事例集「困ったときの連携ノート」を作成する。 

【対象】 

 管内の精神保健医療福祉に携わる関係者 （医療機関、行政機関、社会復帰施設等職員） 

【作成過程】 

現状・課題把握 

    上記１～３の取組を通し、管内における医療機関と地域の連携の現状と課題について把握 

保健師事例集約 

    保健所保健師を対象に、病院を含む地域関係機関との連携事例を集約 

編 集 

助言者として東京都精神医学総合研究所の新村順子氏からの協力を頂きながら、保健所内

ＰＴで内容検討・事例編集を行った。 

【構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者】精神科病院職員（看護師、精神保健福祉士）３０名、訪問看護ステーション職員１０名

・ 地域とは、生活支援センターとの連携が多い。地域との窓口は、おもに精神保健福祉士が

担っている。 

・ 病棟看護師は地域の大変さ重要さを知らない。地域移行に対する意識改革が必要である。

・ 地域の情報も病棟まで届かない。保健所保健師がどんなことをしているのか分からない。

・ 研修会には、病棟看護師も参加させたい。病棟の人員体制を整えるため、研修案内時期、

実施時間を配慮して欲しい。 

《１．キャッチしよう治療中断リスクの高い人、たくさんケアが必要な人》 

治療中断が起こりやすい背景を「相談者自身」「家族」「支援者の連携やシステム」に分け

て整理し、キーワード化して掲載した。 

《２．こんなときどうする？ 具体的な連携について考えてみよう》 

対応困難な精神障害者に対して、病院を含む地域関係機関にどのように連携が望まれるか

を具体的な事例・エコマップを活用し示した。 

《３．支援を行うにあたっての工夫点》 

事例検討会の方法や個人情報の取り扱い等、連携をすすめるうえでの工夫点を整理した。

《４．困った事例への対応～相談をうけるポイントを考えてみよう～》 

日ごろ支援者が対応に困る相談について、Ｑ＆A 方式で支援方法を記載した。  

《５．事例検討シート》 

  病院を含む各関係機関で活用できるように、空白の事例検討用紙を添付した。 
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連携事例集「困ったときの連携ノート～精神障害者の支援を繋ごう～」（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の課題 

 

 

    ・「精神保健福祉関係者会議」での「困ったときの連携ノート」を活用した事例検討会 

    ・精神科病院看護職に特化した「地域生活移行」に関する研修会        など       

                                 

 

 

「困ったときの連携ノート」の普及・発展 連携に関する病院看護職への継続的な働きかけ

医療機関と地域の連携推進強化 
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食中毒防止キャンペーンの実施 

北多摩北部保健医療圏   多摩小平保健所 

実 施 年 度 開始  平成２１年度    終了  平成２２年度 

背 景 

食中毒の主要病因物質は、腸炎ビブリオやサルモネラからノロウイルスやカンピ

ロバクターへと変化し、食中毒の発生を未然に防止するためには市民及び食品関係

事業者の意識改革と自主的な取組が課題となっている。 

食品関係事業者には知識や認識が不足している者も多く、事業者自身による改善

が十分に進んでいない。また、市民の多くが肉の生食の危険性を認識していない。

そのため、食品衛生協会や食品衛生推進員との連携、市等と協働して、市民及び

食品関係事業者の意識改革を進め、食中毒の発生を防止する。 

目 標 
市民を食中毒から守るために、食品営業者等の意識や自主管理体制を強化すると

ともに、市民への食の安全安心情報を発信する等、業界や市等による自主的な安全

安心の動きを作り出す。 

事 業 内 容 

【計画全体】 

・「手洗いキャンペーン」及び「肉の生食防止キャンペーン」の実施 

・講習会等の機会を活用した自主管理認証制度の周知 

・食品衛生自治指導員による自主的な簡易細菌検査の実施の支援 

１ 手洗いキャンペーン 

(1) 手洗いチェッカーを用いた手洗い指導の実施(平成 21 年度) 

(2) 手洗いポスタ－(平成 21年度：手洗い方法、22年度：洗い残し)を作成し配布

(3) 手形培地を用いた手洗い指導の実施(平成 21 年度) 

(4) 手洗いＤＶＤの作成(平成 22 年度) 

２ 肉の生食防止キャンペーン 

(1) 多摩小平保健所情報ルームでの企画展示実施(平成 21・22 年度) 

(2) 多摩小平保健所ホームページへの情報掲載(21・22 年度) 

(3) 保健所で発行する情報誌への記事の掲載(21・22 年度) 

(4) 管内各市を配布エリアとする地域密着型情報紙への記事の掲載(22 年度) 

(5) テレビ番組を通しての情報提供(22 年度) 

(6) ラジオ番組を通しての情報提供(21・22 年度) 

(7) 食品衛生講習会による継続的な情報提供(21・22 年度) 

(8) 保育園の保護者を対象とした肉の生食に関するアンケート調査実施(21 年度)

(9) 学校給食調理従事者へのアンケート調査実施(22 年度) 

３ 各種講習会における説明及びリーフレット配布による自主管理認証制度の周知

４ 自治指導員による簡易細菌検査における培養・判定を支援、結果の指導を実施

評 価 

１ 「手洗いキャンペーン」における事業者及び市民参加型の手洗いチェッカーを

用いた手洗いの指導及び手形培地を用いた手洗いの指導は、その場で判断指導を

実施したため、参加者から非常に好評であった。また、ポスターも積極的に掲示

してもらえて、普及啓発を効果的に進めることができた。 

２ 「肉の生食防止キャンペーン」は、多種類の媒体を通して情報提供を行うこと

により、正しい情報を一般市民に提供することができたと考える。圏域内での食

中毒事件数ゼロを目指して、今後も継続して周知していく。 

問い合わせ先 

多摩小平保健所生活環境安全課食品衛生第一・第二係 

電    話  ０４２－４５０－３１１１ 

ファクシミリ  ０４２－４５０－３２６１ 

E-mail     S0200169＠section.metro.tokyo.jp 
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食中毒防止キャンペーン１「手洗いキャンペーン」の取組 
 
１ 実施目的 

食中毒予防における手洗いは、「手洗いに始まって手洗いに終わる」といわれているが、調
理に携わる人の手洗いをみていると、正しい手洗いが実践されているとは必ずしも言い切れ
ない現状がある。また、保育園や福祉施設のような感染症のリスクが高い施設では、食中毒
菌やノロウイルスが施設利用者から調理場内へ持ち込まれる恐れがあるため、利用者や従業
員に対しても、調理従事者と同様に正しい手洗い方法と必要性を周知していく必要がある。 
これらのことから、正しい手洗い方法について、更なる普及啓発が必要であると考え、市

や関係団体と協働し、参加者による体験型の普及啓発事業として、「手洗いチェッカーを用い
た手洗い指導」、「手形培地を用いた手洗い指導」を実施し、新たな視点から２種類のポスタ
ーと手洗いＤＶＤを作成し普及啓発を行った。 

 
２ 実施内容 
(1) 手洗いチェッカーを用いた手洗い指導の実施 
(2) 手洗いポスタ－(H21：手洗い方法、H22：洗い残し)の作成及び配布 
(3) 手形培地を用いた手洗い指導の実施（平成21年度報告集に詳細を掲載） 
(4) 手洗いＤＶＤの作成 

 
３ 手洗いチェッカーを用いた手洗い指導について 
(1) 実施時期  平成 21年５月から平成22年８月まで 

(2) 対象    協力が得られた事業者1,136 人及び一般市民276人の合計 1,412 人 

(3) 実施方法 
市販の手洗いチェッカーを用い、ローションを手に塗り広げた後いつも行っているよう

に手を洗い、専用ライト当てて洗い残しによりローションが付着している部位を確認した。
その結果を保健所で作成した複写式の調査用紙に記入し、1 部を対象者に交付し、もう 1
部は保健所で回収し集計を行った。 

(4) 集計方法 
洗い残し部位を集計するため、手の甲とひらをそれぞれ１から23までに部位を区分し、

洗い残しありを１点、洗い残しなしを０点として洗い残しの有無を点数化し入力した。 
部位ごとに、母数に占める洗い残した人の割合（洗い残し割合、％）を算出し、あらか

じめ決めた基準に従い洗い残しレベルとして数値化した。 

(5) 結果 
利き手、反利き手の区別なく集計したところ、手のひら側よりも手の甲側、特に指先で

洗い残しが多い傾向となった。 
どちらか片方の手を利き手として特定できた対象者計1,267人（内訳：右利き1,213人、

左利き 54 人）について利き手、反利き手の洗い残しを見ると、利き手の方に洗い残しが
多い結果になった。 
事業者1,136 人、一般市民276人の洗い残し総合点数について比較を行ったところ、両

者の間には有意差はなかった。 
調理担当 237人、事務担当45人について比較を行ったところ、有意差はなかった。 

(6) 考察 
指先と手の甲について洗い残しが多いことについては、医療関係者については同様の報

告があるものの一般を対象とした調査で確認されたのは初めてである。これらの部位を洗
い残しの多い箇所として普及啓発を図ることは、広く有用性があると考えられる。 
利き手に洗い残しが多い傾向が認められたことについては、手を洗う場合、利き手を良

く動かして反利き手を洗うが、反利き手で利き手を洗うことが少ないと推測される。その
ため、先述した洗い残しについて普及啓発する際には、利き手をより入念に手洗いするよ
う重ねて普及啓発する必要がある。 
事業者と一般市民の手の洗い残しに明確な違いがみられなかったことについては、事業

者はその他の方に比べ、日常的に調理業務をはじめ水仕事に従事する方が多く、指先周囲
の皮膚がささくれ状にはく離、皮膚表面が硬化、洗い残し部分に傷がある等、皮膚表面に
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問題のある方が多く見受けられ、事業者は、一般市民と同じかそれ以上に入念に手洗いを
行っていても、手の表面にしみ込んだローションが洗い流せず、洗い残しとして確認され
るケースがあったと推測される。今回の結果をふまえると、事業者に対しては入念な手洗
いについて指導するだけではなく、皮膚の状態を良好に保つ必要性についても普及啓発が
必要であると考えられる。 

(7) まとめ 
本事業の実施により手洗いによる洗い残しが多い箇所を把握することができたので、こ

の結果を元にポスターを作製し、積極的に普及啓発していく。 
手洗いチェッカーを用いて洗い残しを指導する際には、正しい手洗いができているか確

認するとともに、場合によっては皮膚の状態を改善するよう指導する必要がある。 
今回、実際に手洗いチェッカーを使用し洗い残しを確認した対象者から、「きちんと手

を洗っているつもりでいたが、意外と洗い残しがあった。今後の手洗いの参考にしたい。」
という感想が多く聞かれ、各自が正しい手洗い方法を身につける上で大きな役割を果たし
たと考える。 

 
４ 手洗いポスタ－(手洗い方法、洗い残し)の作成及び配布について 

21 年度は手洗いの際の手本として活用してもらえるよう所内で撮影した写真を取り入れ
た手洗い方法のポスターを、22年度は「手洗いチェッカーを用いた手洗い指導」の集計結果
に基づいた洗い残しのポスターを、それぞれＡ３サイズを2,500枚、Ａ４サイズを5,000枚
作成し、管内の事業者、集団給食施設、社会福祉施設等に配布した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 平成 21年度作成手洗い方法のポスター  平成 22年度作成洗い残しのポスター 
 

５ 手洗いＤＶＤの作成について 
(1) 目的 

事業者は、保健所主催の食品衛生講習会や社内の衛生教育等を受
ける機会が多いこともあり、正しい手洗いの方法や、手洗いの重要
性に対する理解度は高い。しかしながら、一般市民は手洗いの方法
に対する認識が高いとはいい難い状況にある。映像媒体を利用する
方法は、実際に実技をしているところを見せられるため、正しい手
洗い方法を学んでもらう上で非常に有効であると考え、正しい手洗
い方法を効果的に周知するために、手洗いＤＶＤを作成した。 

(2) 取組方法 
当所職員が、脚本の作成及び手洗いの実技等を撮影し、10分間の内容に編集した。 

(3) 今後の予定 
家庭における感染症及び食中毒予防のため、今回作成したＤＶＤを利用し、手洗いの普

及啓発活動を推し進めていく。 

図 手洗いＤＶＤのジャケット
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食中毒防止キャンペーン２「肉の生食防止キャンペーン」の取組 

 

１ 実施目的 

近年、カンピロバクター及び腸管出血性大腸菌食中毒が多発しており、その要因の一つとし

て、事業者及び消費者ともに肉の生食の危険性についての認識が不足している現状がある。当

保健所では、かねてより、事業者に対し、講習会等を通じ食品衛生知識の普及に努めてきた。

しかし、若者を中心に生肉を好む傾向は高く、肉の生食による食中毒を防止するためには、消

費者を含め、幅広い層へ肉の生食防止の普及啓発やリスクの認知を行っていく必要がある。 

そこで、当所では、平成２１年度から食中毒防止キャンペーンの一環として、消費者及び事

業者に向けて様々な方法により肉の生食防止に関する普及啓発(肉の生食防止キャンペーン)

を行った。また、その効果を検証する一つの取組として、食品衛生について正しい知識が浸透

していると期待される学校給食調理従事者を対象に肉の生食についてアンケート調査を行い、

消費者webアンケート調査との比較から普及啓発の有効性について検討を加えた。 

 

２ 実施内容 

(1) 保健所情報ルームでの肉の生食防止に関する企画展示 

展示期間：平成21年７月１日から７月31日、平成22年７月１日から８月31日 

来所者数（展示期間中）：一日平均54.9人 

 

(2) 多摩小平保健所ホームページへの情報掲載 

延べアクセス数：月平均22,000超(平成21年４月から平成22年12月)  

 

(3) 保健所で発行する情報誌への記事の掲載  発行部数合計：1,100部 

配布先：市役所、小中学校、図書館、病院及び食品衛生協会等の関係団体 

 

(4) 管内各市を配布エリアとする地域密着型のフリーペーパー３媒体への掲載 

発行部数：３媒体合計 161,000部 

 

(5) テレビ番組を通しての情報提供 

TOKYO MXテレビ 番組「どうする？東京」 

放送日時：平成22年６月26日21時から21時30分（30分番組） 

 

(6) ラジオ番組を通しての情報提供 

株式会社エフエム西東京 番組「〇〇(まるまる)ランチボックス」まちともコーナー 

放送日時：平成21年12月15日、平成22年12月21日 12時20分から12時50分（30分番組） 

 

(7) 食品衛生講習会による継続的な情報提供 (事業者、保育士、大学の学生等) 

肉の生食防止について情報提供した講習会の実施回数及び参加人数 

平成21年度 講習会数：78回 受講者数：延べ4,168人 

平成22年度 講習会数：54回 受講者数：延べ3,641人 

 

(8) 保育園の保護者を対象とした肉の生食に関するアンケート調査 

調査対象：管内の保育園７施設 回答者数：237人 
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実施時期：平成21年６月から８月まで 

他保健所実施結果分とあわせて東京都食品安全情報評価委員会に報告 

 

(9) 給食調理従事者へのアンケート調査 

食品衛生について正しい知識が浸透していると思われる知識層への意識調査 

調査対象：管内５市の保育園給食従事者 回答者数：411人 

実施時期：平成22年７月から８月まで 

東京都が実施した消費者webアンケート調査と比較検討 

 

３ 学校給食調理従事者へのアンケート調査の結果概要 

学校給食調理従事者を対象にしたアンケート調査は、消費者webアンケート調査との比較か

ら興味深い結果を得ることが出来た。都の実施したアンケート調査では、３か月以内に食肉を

生で食べたかとの問に対して、年齢が若くなるにつれこの割合が上がる傾向が見られたが（20

代では53％）、今回の調理従事者への調査では、すべての年代で食べたと回答した人の割合は

全体の１割未満であり、顕著な差が見られた。 

また、カンピロバクター食中毒等に関しての情報源は、複数回答で「職場の研修会」(67％）

及び「保健所講習会」(54％)と答えた方が多く、保健所が実施している出張講習会や実務講習

会等が知識取得に役立っていることが示された。こうした職場内の研修会や保健所による講習

会は、リスクについての一定の知識と意識変化をもたらし、肉の生食防止に繋がることが示唆

された。さらに、お子様(お孫さん)に鶏わさやレバ刺しなどの生肉料理を食べさせたことがあ

るかとの問に対して、約８割の方が「ない」と答えており、自身の職業上得た知識が家庭生活

においても行動として現れていることが示唆された。 

 

４ まとめ 

「肉の生食防止キャンペーン」は、事業者の自主管理体制の強化や市民への安全・安心情報

の発信などの取組を通じて、市民を食中毒から守り、食の安全・安心を推進することを目的と

して実施したものである。調理従事者へのアンケート調査からも講習会等の効果が認められた

ことから、今後も、事業者と市民の双方に十分な知識を普及啓発するより効果的な方法を検討

していく。 

 

図２ 年代別にみた生肉料理喫食状況(n=410) 
【学校給食調理従事者へのアンケート調査結果】 

(多摩小平保健所実施) 

あなたはこの３か月以内に、生肉料理を食べましたか 
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図１ 年代別にみた生肉料理喫食状況(n=1,000) 
【消費者Webアンケート調査結果】 

(東京都実施) 

３か月以内に食肉を生で食べたか 
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地域における違法植物監視体制を強化するための支援事業 

北多摩北部保健医療圏 

実 施 年 度 開始  平成２２年度、   終了予定  平成２４年度 

背 景 

近年、中学、高校生が大麻の所持、使用で検挙されるなど、薬物乱用の年代が低

年齢化している。けしや大麻等は特殊な植物ではなく都内でも各所に自生してい

る。これらの植物が自生していることを知られると悪用される恐れがあるため、早

急に抜去の必要がある。そのため、効果的に抜去するためには、地域の力を借り、

これら不正植物の早期発見ができるようにする必要がある。当圏域では、小平市の

薬物乱用防止に対する意識は高く、地区薬防協を中心として活発な啓発活動を行っ

ている。しかし、普及啓発活動では、薬物乱用防止対策として限界があるため、会

員が自ら地域に自生する違法植物の根絶に動き出した。 

保健所としてこの動きを支援するため、違法植物監視隊の創設を提案し、その活

動を支援する事業を実施することとした。 

目 標 

・違法植物の発見を効果的に行うため、市民の力を活用した点から面への監視の拡

大強化を図る。 

・市では対応困難な部分を保健所が支援することにより、市や地区薬防協の違法植

物の監視体制の整備及び活動の支援を図る。 

事 業 内 容 

（１）支援のための資材等の購入・作成 

・違法植物（けし等）の見本、書籍、ＤＶＤ・ビデオの購入及び、地区薬防協

が主催する、中学生の薬物乱用防止ポスターの入選作品のパネルを作成し、

けし・大麻等の違法植物等を中心とした薬物乱用防止の意識啓発の支援・推

進。 

（２）小平市での違法植物監視員の育成を支援 

・研修会のための講師（国立精神神経医療研究センター）等の選定・紹介を行

い、講師による薬物乱用防止のための市への助言依頼及び研修会開催の支

援。 

・市の次世代育成部青少年男女平等課において違法植物監視通報窓口を設置

し、違法植物監視員が違法植物を発見した場合、市でも受付を行い、保健所

に通報するシステムを構築。 

・違法植物監視隊の活動について市と保健所及び警察との連絡体制の整備。

（３）新潟県の県保健所におけるけしの抜去の情況の調査 

・県保健所においてけしの抜去事業を実施している新潟県において、違法け

し等の通報、抜去体制の調査を実施し、保健所内の体制整備の実施。 

（４）本庁と協議し、保健所における違法植物の抜去体制の整備の実施 

（５）警察との連携調整 

（６）医療保健政策区市町村包括補助事業の活用への支援 

評 価 

平成２２年度の評価 

  東京都薬物乱用防止推進小平地区協議会において、違法植物監視の重要性を説

明し、市における監視隊の創出提言を行った。その後、市の賛同を得て、小平市

の違法植物市民監視員創設の支援を行った。 

  また、市における違法植物監視体制の実施を支援するため、都庁内及び保健所

内の体制の整備を行い準備を整えた。 

しかし、３月１１日に東日本大震災の発生により、違法植物監視員に対する研

修会は平成２２年度内に実施できたものの、市の各種事業の自粛のなか、市民の

活動としての監視隊の活動も実質的には４月からとなった。このため、監視隊の

具体的な活動・成果等、支援事業の報告は平成２３年度の報告となる。 

問い合わせ先 

多摩小平保健所 生活環境安全課 薬事指導係 

電    話  ０４２－４５０－３１１１ （内線２４０） 

ファクシミリ  ０４２－４５０－３２６１ 

E-mail     S0200169＠section.metro.tokyo.jp 

 


